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対策推進本部 

 

インフルエンザワクチンの優先的な接種対象者への呼びかけの実施等 

に関する検討状況について 

 

 平素より感染症対策及び予防接種行政の運営にご尽力をいただき厚く御礼申し上げます。 

 さて、本年８月２６日、厚生科学審議会感染症部会及び予防接種・ワクチン分科会予防接

種基本方針部会（以下、「合同部会」という。）では、「次のインフルエンザ流行に備えた体

制整備について」の検討の一環として、今シーズンのインフルエンザワクチンについて、一

定の対象者（①定期接種の対象となっている高齢者等、②関連学会が推奨する対象者：医療

従事者、６５歳未満の基礎疾患を有する方、妊婦、乳幼児～小学校低学年（2年生））に優先

的な接種対象者への呼びかけの実施等の検討が行われました。 

 今シーズンはインフルエンザワクチンの増産が行われている（注１）ものの、新型コロナ

ウイルス感染症の流行が懸念される中、この冬に向けてインフルエンザワクチンの需要が高

まる可能性があり、ワクチンの供給量には限りがあることを踏まえ、優先的な接種対象者の

うち希望する者が接種の機会を逸することのないよう、接種の時期について検討を行うもの

です。 

 一方で、インフルエンザワクチンの予防接種を幅広く無料化する検討を進めている自治体

等があるとの報道がなされております。幅広く無料化する施策によって、特定の地域で季節

性インフルエンザワクチンの需要量が急増した場合には、当該地域における季節性インフル

エンザワクチンの需給が逼迫し、かえって接種を受ける機会の確保に支障を生ずる等の混乱

が生じることも懸念されます。 

優先的な接種の呼びかけの実施等については、９月１０日に合同部会で議論する予定です。

とりまとまり次第、早期に周知を行うこととしております。 

 貴自治体においては、インフルエンザワクチンの優先的な接種の呼びかけに関する検討の

趣旨をご理解いただきますとともに、管内市町村に周知いただきますようお願いいたします。 

 

 

 



注１ 今シーズンのインフルエンザワクチンの供給量の見込みは 3178 万本（大人の用量で

は１本＝２人分）であり、昨年度の消費量と比較して 12％増加する見込み。 

（参考） 厚生科学審議会感染症部会及び予防接種・ワクチン分科会基本方針部会（令和２

年８月２６日）資料１ https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000663065.pdf 

 

 














